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令和８年 第１回 教育委員会会議録 

１．開会日時 令和８年１月２７日（火） 午後２時００分 

２．場  所 市役所峰庁舎２階 第４会議室 

３．出 席 者 糸瀨教育長、佐伯委員、齋藤委員、早田委員 

４．説明のた

めの出席者 

扇教育部長、財部次長兼教育総務課長、坂本学校教育課長、安藤生涯学

習課長、田中文化財課長 

５．会議書記 中村課長補佐 

６．欠 席 者 一宮委員 

７．閉会日時 令和８年１月２７日（火） 午後２時５０分 

８．議 事 

 

 日程第 １ 

 

 日程第 ２ 

 

 日程第 ３ 

 

 日程第 ４ 

 

 

日程第 ５ 

 

 

 日程第 ６ 

 

 

 日程第 ７ 

 

 日程第 ８ 

 

 日程第 ９ 

 

 

 

会議録署名委員の指名 

 

会期日程の決定 

 

教育長諸報告 

 

議案第１号 対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例につい

て 

 

議案第２号 対馬市体育施設条例の一部を改正する条例について 

 

 

議案第３号 対馬市立小・中学校事務共同実施室組織運営規程の一部を

改正する規程について 

 

報告第１号 要保護及び準要保護児童生徒の認定等について 

 

報告第２号 令和７年度対馬市教育支援委員会の審議結果について 

 

その他 



 
- 2 - 

 

教育長 ただいまから、令和８年第１回対馬市教育委員会会議を開会いたしま

す。 

議事の進行につきましては、対馬市教育委員会会議規則により進めた

いと思います。 

それでは、日程第１、「会議録署名委員の指名」を行います。 

今回の会議録署名委員は、齋藤委員さんと早田委員さんを指名しま

す。よろしくお願いします。 

 

続きまして、日程第２、「会期日程の決定」でありますが、お諮りしま

す。本会議の会期は本日１日にしたいと思います。 

これにご異議ございませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしのようです。 

したがって、会期は本日１月２７日の１日とします。会議運営につき

ましてご協力をお願いいたします。 

 

次に、日程第３、「教育長諸報告」を行います。 

資料の２ページをお開きください。 

 

令和７年１２月の末から令和８年１月、本日までの私の行動について

のご報告でございます。 

まず、１２月２５日に部長会議でございました。 

翌２６日、辞令交付式、それから仕事納め式に参加をいたしました。 

年が明けまして、１月３日、二十歳を祝う会ということでシャインド

ームみねでの式典に参加をいたしました。 

２５５名該当で１９５名の参加ということでございました。 

それから５日、辞令交付式、その後、豊玉町での消防出初式、その後、

厳原の市役所本庁での仕事始め式にそれぞれ出席をいたしました。 

６日、火曜日、対馬市スポーツ協会会長会長並びに万松院史跡保存会

会長、ご両名の来訪を受けました。 

８日、第１回市町別の教育長ヒアリング、これが２１日にもあったの

ですが、いわゆる教職員の人事異動に関する特に管理職に関する人事ヒ

アリングでございました。 

９日、定例校長会、翌週の１３日、火曜日が定例教頭会でした。 

１６日、金曜日、第１回市議会臨時会でございます。これは補正予算

案等の審議、それから職員等の給与の改定に関する議案がございまし
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た。 

２０日、初任研・中堅研となっております。これは中堅教諭の実践発

表報告会を初任者も聞くということで、初任研・中堅研の合同研修とい

うことになっております。中堅研の素晴らしい発表、初任者と一緒に拝

見をいたしたところでございます。 

２５日、交流センターの大会議室で行われた対馬市社会福祉大会並び

にイベントホールで行われました映画上映会に参加をいたしました。 

そして本日ということでございます。以上、報告を終わります。 

報告事項について何か質疑等ありましたらその他の項でお受けした

いと思います。 

 

続きまして、日程第４、議案第１号「対馬市立学校教育施設条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。事務局から提案理由

の説明をお願いいたします。 

教育総務課長 ただいま議題となりました、議案第１号、対馬市立学校教育施設条例

の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容についてご説

明申し上げます。 

資料の３ページ、４ページ、新旧対照表は５ページをお願いします。 

今回の改正は、対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例案を

対馬市議会に提案することについて、教育委員会の議決を求めるもので

ございます。 

この改正は、学校および幼稚園の統廃合に関するものです。学校およ

び幼稚園の統廃合につきましては、第２期対馬市立学校及び幼稚園等統

合推進計画および対馬市立学校適正規模、適正配置に関する答申書に基

づき進めているところでございます。 

令和９年度から今里小学校を鶏鳴小学校に、美津島北部小学校を豊玉

小学校に、鶏鳴幼稚園を厳原幼稚園にそれぞれ統合するものでございま

す。 

今里小学校につきましては、令和７年１０月に２回目の保護者説明会

を開催し、保護者の合意が得られましたので、令和７年１２月に地区説

明会を実施しております。この時、今里地区の出席者が少なかったこと

から、今里区長から再度、地区に説明をお願いしたいとの申し出があり

ましたので、令和８年１月７日の地区の臨時総会に出席し、説明を行っ

たうえで、地区と合意書を取り交わしております。 

美津島北部小学校につきましては、令和７年１０月に２回目の保護者

説明会を開催し、保護者の合意が得られましたので、令和７年１２月１
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６日に地区説明会を開催し、地区の合意を得て地区と合意書を取り交わ

しております。 

鶏鳴幼稚園につきましては、保護者説明会を鶏鳴幼稚園と厳原幼稚園

で、それぞれ３回の説明会を行い、令和９年４月１日に厳原幼稚園に統

合というかたちでのご理解を得られました。 

よって、関係条例につきまして、今回所要の改正を行うものでござい

ます。 

資料５ページの新旧対照表をご覧ください。 

表の右側、現行の下線部分が今回、削除となる箇所でございます。 

なお、附則として、施行日を令和９年４月１日としております。 

以上、説明を終わります。 

ご審議の上、ご決定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いします。 

佐伯委員 幼稚園についてですが、以前の会議の中で、今後、慎重に取り扱って

いくようなことをおっしゃってあったと思うのですが、今後の流れとい

うか、いずれ幼稚園はなくしていくのか、それとも、これを続けていく

けど、こういうふうに合併、縮小しながらやっていくのか、そのあたり

の方向性を教えていただけたらと思います。 

教育部長 今後につきましては、厳原幼稚園を、いつまで継続というのは見えな

い状況ですが、ある程度、今後、園児の数について基準を設けたいと思

っています。 

例えば、小学校、中学校であれば、複式学級になれば、統合の話を保

護者に対して行うというのが、今までの取り組み状況でございます。 

幼稚園についても、厳原幼稚園１園を残すかたちにしておりますが、

今後の状況によっては、どのような状況になれば閉園を検討する必要が

出てくるのか、その基準というのを、今後、検討させていただきたいと

思います。 

佐伯委員 今のところは、学校のような厳格な基準はなく運営されていて、自治

体の判断に任されているけれども、そこに一定の基準を設けたいという

ふうな感じですかね。わかりました。 

早田委員 今里地区の会合に行って合意を得たということですが、実際１月７日

の会合の雰囲気はどうだったんですか。 

教育部長 保護者の気持ちとして統合という方向性が出れば、地域の皆さんはそ

れが大事だろうというお考えを持っていただいていたんですが、前回の

中学校の閉校のときにも、一番にトンネルの話が上がっていたんです

ね。通学の関係の話がやはりでてきて、そこがまだ整備も終わっていな
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いのにという意見は、いただきました。 

県の道路工事でもありますし、いつ工事が完了しますというのは、私

達からは返事ができない状況でありますので、そのことについては、市

の方からも、県に対して強く要望してくれというかたちで地区の皆さん

からご意見をいただきました。 

あとは、閉校になった今里小学校の旧校舎について、だいぶ傷んで見

た感じもよろしくないということで、どうか早期に解体できないかとい

うお話をいただきました。 

統合については、保護者の意思を尊重して賛成はするけど、そういっ

た周りの環境整備の要望をいろいろいただいた状況であります。 

教育長 他にございませんか。 

 

それでは、ほかに質疑等ないようですから、これから、議案第１号を

採決します。 

お諮りします。議案第１号「対馬市立学校教育施設条例の一部を改正

する条例について」は、原案のとおり承認することにご異議ございませ

んか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第１号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第５、議案第２号「対馬市体育施設条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

事務局から提案理由の説明をお願いいたします。 

生涯学習課長 ただいま議題となりました、議案第２号、対馬市体育施設条例の一部

を改正する条例について、対馬市体育施設条例の一部を改正する条例案

を別紙のとおり対馬市議会に提案することについて、教育委員会の議決

を求めるものでございます。 

提案理由といたしまして、学校の統廃合により学校体育館を新たに対

馬市体育施設へ移管し、活用を図るため、所要の改正を行うものです。 

７ページをご覧ください。 

対馬市体育施設条例の一部を改正する条例、別表第１の対馬市日新館

武道場の次に対馬市豆酘体育館、対馬市厳原町豆酘６２６番地を加える

ものです。 

次に８ページですが、新旧対照表になっております。 

右側が現行、左側が改正案です。 
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豆酘小学校および豆酘中学校が統廃合となり、地域の方々から健康づ

くりと現在利用している団体の引き続きの利用のために体育館を残し

て欲しいとの要望があり、それに応えるかたちで豆酘小学校体育館を名

称変更して豆酘体育館として加えるものでございます。 

以上、説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いいたします。 

佐伯委員 小学校の体育館を社会体育施設にということですが、中学校の体育館

はどうなるのですか。 

生涯学習課長 廃校となった学校は所管替えをして、教育財産から普通財産に移管す

ることになります。 

早田委員 小学校の体育館を社会体育施設にされたみたいですが、中学校の体育

館の方が新しいですよね。利便性は小学校かなとは思うのですが、小学

校の体育館を社会体育施設にした経緯はあるのですか。 

教育部長 地区、または保護者の方に、こちらからどちらを残しますかっていう

投げかけをして、向こうからの回答でこういったかたちになっておりま

す。 

教育長 それでは、ほかに質疑等ないようですから、これから議案第２号を採

決いたします。 

お諮りします。議案第２号「対馬市体育施設条例の一部を改正する条

例について」は、原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第２号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第６、議案第３号「対馬市立小・中学校事務共同実

施室組織運営規程の一部を改正する規程について」を議題といたしま

す。 

事務局から提案理由の説明をお願いします。 

学校教育課長 ９ページをお開きください。 

対馬市立小・中学校事務共同実施室組織運営規程の一部を改正する規

程を、１０ページのとおり改正することについて、教育委員会の承認を

求めるものでございます。 

提案理由としまして、令和７年度をもって豆酘小学校および豆酘中学

校が閉校するためでございます。 

１１ページの新旧対照表をご覧ください。 
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現行の豆酘小学校および豆酘中学校を改正案のとおり削除しており

ます。 

以上で説明を終わります。 

ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

教育長 説明が終わりましたので、審議方よろしくお願いします。 

 

質疑等ないようですから、これから議案第３号を採決いたします。 

お諮りします。 

議案第３号「対馬市立小・中学校事務共同実施室組織運営規程の一部

を改正する規程について」は、原案のとおり承認することにご異議ござ

いませんか。 

会場 「異議なし」の声 

教育長 異議なしと認めます。 

よって、議案第３号は原案のとおり承認されました。 

 

続きまして、日程第７、報告第１号「要保護及び準要保護児童生徒の

認定等について」を議題とします。 

事務局から報告をお願いします。 

学校教育課長 資料は１２ページから１４ページをご覧ください。 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒について、対馬市

就学援助事務取扱要綱の規定により、要保護および準要保護児童生徒と

して認定等を行いましたのでご報告いたします。 

なお、校種別、学校別の児童生徒の氏名等につきましては、別にお配

りをしている資料をご参照ください。 

この資料につきましては、この会終了後に回収いたしますことをご了

承ください。 

今回は、令和７年１２月１日現在の認定者数と令和８年１月１日まで

に申請のあった新たな認定者等を報告いたします。 

まず、要保護認定者についてでございます。 

資料は１３ページになります。 

小学校の要保護認定者は継続認定者が７名、追加認定者、認定取消者

はありませんでしたので、合計７名となっております。 

次に中学校の要保護認定者についてでございます。 

資料は１４ページになります。 

継続認定者が１０名、認定取消者が１名ありましたので、合計９名と

なっております。 
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次に、準要保護についてでございます。 

資料は１３ページに戻ります。 

小学校の準要保護認定者は継続認定者が１３３名、追加認定者が２名

ありましたので、１３５名になります。 

次に中学校の準要保護認定者についてです。 

資料は１４ページになります。 

継続認定者が１０１名、追加認定者、認定取消者はありませんでした

ので、合計１０１名となっております。 

以上で報告を終わります。 

教育長 報告が終わりましたが、これに関して質疑等ございませんか。 

 

質疑等ないようですから、報告第１号「要保護及び準要保護児童生徒

の認定等について」の報告を終了いたします。 

 

続きまして、日程第８、報告第２号「令和７年度対馬市教育支援委員

会の審議結果について」を議題とします。 

事務局から報告をお願いいたします。 

学校教育課長 対馬市教育支援委員長から、審議結果について別紙のとおり提出があ

りましたのでご報告をいたします。 

まず、①来年度、小学校で特別支援学級に入級希望の幼児は１３名で

ございます。 

②現在、小学校に在籍し特別支援学級に入級希望の児童が１０名でご

ざいます。 

③来年度、中学校に入学する児童のうち、特別支援学級に入級希望の

児童が５名でございます。 

④現在、中学校に在籍し、特別支援学級に入級希望の生徒が５名でご

ざいます。 

⑤現在、小学校に在籍し通級指導教室に入室希望の児童は４名、また

入室希望の幼児が１名おります。合計で５名ということになります。 

⑥来年度、中学校に入学する児童のうち、通級指導教室に入室希望の

児童が３名でございます。 

⑦現在、小学校に在籍している児童のうち、特別支援学級から退級希

望の児童が１名でございます。 

⑧現在、中学校に在籍し、特別支援学級を退級する生徒が２名おりま

す。また、中学校に入学する際に、退級希望の児童が７名となっており

ます。合計で９名、退級することになります。 
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⑨現在、小学校に在籍し、通級指導教室から退室する児童が１名でご

ざいます。 

最後に、⑩現在、小学校に在籍し、中学校に入学する際に退室する児

童が２名でございます。 

以上で報告を終わります。 

教育長 報告が終わりましたが、この件に関して質疑等ございませんか。 

早田委員 特別支援学級の退級が多いですね。 

学校教育課長 ほとんどが新１年生になりますが、教育支援委員会の中での説明を聞

いておりますと、高校進学を特別支援学校ではなく普通高校に進学をし

たいので、通常学級に入っておきたいというような保護者の希望、本人

の希望がほとんどでした。 

早田委員 それでうまくいけばいいけど、不登校になったりするのが、一番、気

になるところですね。 

どうしても保護者の希望が優先されるところは仕方ないけど、不登校

にならないことを祈るしかないですね。 

佐伯委員 実際に、特別支援学級に入級していたら、普通高校には入れない可能

性があるということですか。 

学校教育課長 教育課程が変わりますし、学習する内容が違いますので、なかなか試

験を受けても難しい可能性は十分考えられると思います。 

早田委員 特別支援学校にマイナスのようなイメージを持ってもらうと大きな

間違いでありますから、職業訓練とか、その子に応じた社会に適用して

いく指導がされるわけですから。せっかく虹の原があるのにもったいな

いなって感想を持ちました。 

教育長 ほかに質疑等ないようでございますので、報告第２号「令和７年度対

馬市教育支援委員会の審議結果について」の報告を終了いたします。 

 

続きまして、日程第９、その他の事項に移ります。 

まず、各課の事業予定について報告をいたします。 

教育総務課から順に、主な内容について報告をお願いいたします。 

教育総務課長 ２月の教育総務課の事業予定になりますが、資料の１６ページ、１７

ページをお願いいたします。 

５日、木曜日、第４回豆酘小学校、豆酘中学校の閉校準備委員会を豆

酘中学校で実施いたします。 

１０日、火曜日、定期監査が峰行政サービスセンターで実施される予

定となっております。 

２０日、金曜日、第２回教育委員会会議を美津島文化会館で開催いた
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します。また、会議開催前に、教育委員会表彰式を実施する予定でござ

います。 

２４日、火曜日から３月１６日までの予定で、第１回対馬市議会定例

会が開催されます。 

２５日、本会議となっております。 

備考欄の予算審査特別委員会でございますが、令和８年度当初予算に

関わる委員会の日程が、教育委員会事務局は３月３日の予定になってお

ります。 

教育総務課の事業予定は以上になります。 

学校教育課長 ５日、学校図書館支援員研修会を開催いたします。 

６日、初任研中堅研実施運営委員会を開催いたします。 

１０日は第２回対馬市校長会、１２日は第２回対馬市教頭会を開催い

たします。 

１３日、１６日、２日間で人事評価に係る校長の最終面談を実施いた

します。 

２６日、第４回対馬市幼稚園・こども園園長会を開催いたします。 

以上でございます。 

生涯学習課長 生涯学習課の事業予定を説明いたします。 

１月３１日から２月１日にかけて峰町文化祭の作品展示を行います。 

また、１日、日曜日、豊玉町マラソン大会を開催します。 

１５日、県下郡市対抗駅伝競走大会が諫早市で開催されます。 

以上です。 

文化財課長 文化財課の予定ですが、 

５日、木曜日、佐須奈小学校で出前授業、職員１名派遣いたします。 

１２日は定期監査 

１３日、金曜日、対馬藩関連遺産群保存活用等検討委員会を交流セン

ターと現場の方で開催いたします。 

翌週、１７日から１８日、２日間にかけまして、対馬藩お船江跡総合

保全検討委員会を、初日は教育長出席のもと開催いたします。 

以上になります。 

教育長 事業予定の報告が終わりましたが、この件に関して質疑等ございませ

んか。 

佐伯委員 文化財課のお船江跡総合保全検討委員会なんですが、今の現状を教え

ていただけますか。 

文化財課長 県指定から国指定に変える最後のチャンスと捉えており、今、過去に

調査をした各分野の調査報告書をまとめて、ある程度のかたちにしてこ
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の２月の委員会に提示をして、令和８年度中に調査報告書を完成させて

文化庁の方に国指定のための意見具申という手続きをとるのですが、そ

れの事前協議とかいろいろございまして、令和８年度末までには国の史

跡認定を目指して動き出し始めました。 

佐伯委員 大変でしょうがよろしくお願いいたします。 

教育長 そのほか、ございませんか。 

 

それでは事務局から何かその他の事項でございませんか。 

 

委員さんから何かその他の事項でございませんか。 

佐伯委員 学校教育の現場で今 iPad を使った学習がずいぶん浸透してきている

と思っております。 

ただ、以前言ったのは、偏りすぎると学習効果が落ちるというような

ことをおっしゃる方も最近、非常に増えてきているので、あり方を準備

しながら検討していただく必要があるのかなというふうに思っており

ます。 

使わないということはもう難しいと思うので、できるだけ紙を活用す

る方向でやるというのも、非常に子供たちには重要な気がしています。 

学校教育課長 デジタルか紙かハイブリッドかを選択する権利が教育委員会の方に

あります。一応ハイブリッドがいいのではないかという話はしていると

ころであります。 

佐伯委員 その方向でいっていただけるととても心強いなって思います。 

早田委員 ４月からの給食無償化は、どうなるのですか。 

教育部長 国が示しているのが、まず小学校に対して 5,200 円の補助が出てくる

わけですが、例えば、その 5,200 円で足りないところは、自治体で負担

してくださいってかたちなんですね。 

今のところ対馬市においては、小学校については、ギリギリ賄えるん

じゃないかなと思っております。もし、プラスになった場合のその部分

をどうするかっていうのは、まだ調整できておりません。 

まだ当初予算の査定中で固まっていないので、一つの協議事項とし

て、今、上の方の判断をもらうかたちになっております。 

中学校等につきましては、まだ国の補助金もありませんので、小・中

学校に現在、充てている基本物資等の補助金があるので、小学校分を中

学校に持っていって中学校の負担をいくらかでも減らすということも

案の一つとして、教育委員会として持っています。 

完全無償になるかどうかは、ちょっと最終的にはまだわからない状況
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です。 

ただ、選挙になりましたので、国の８年度の当初予算がいつ成立する

のか不明ですが、給食に対しての国からの説明、県からの説明もあって

いるので、確実に行われるとは思うのですが、そのスタート地点が何月

になってくるのかは見通せない状況です。 

齋藤委員 最近、ＳＮＳ等でかなりショッキングな映像が今見られています。も

ういじめのレベルを超えた、犯罪みたいな。対馬市では、たぶんそうい

うことはないとは思っております。 

要望になりますが、各学校に注意を払っていただくようにしていただ

きたいなと思います。 

教育長 他にございませんか。 

 

それでは、本日の会議はこれで終了いたしますが、次回の会議日程に

ついて事務局からお願いいたします。 

事務局 次回は、２月２０日、金曜日、午後２時から、場所は美津島文化会館

会議室を予定しております。 

教育長 次回の会議日程について提案がありましたが、皆様のご都合はいかが

でしょうか。 

それでは、次回の会議を２月２０日、金曜日に開催いたします。 

開始時刻は午後２時から、美津島文化会館会議室の予定ですが、後日、

事務局から改めてお知らせしたいと思います。 

これで本日の日程は、すべて終了しましたので会議を閉じます。 

以上で令和８年第１回対馬市教育委員会会議を閉会いたします。 

お疲れ様でした。 
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